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農業委員会事務局職員のための
業 務 入 門（R8年度版）

農地法関係

特定非営利活動法人がんばる農家のパートナー
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農地と採草放牧地

農地法においては、その土地が「農地」と「採草放牧地」に該当するかど

うかということが大きく影響します。

「農地」とは、「耕作の目的に供される土地」とされています。（農地法

第２条第１項）

この場合の「耕作」とは、土地に労働及び資本を投じ、肥培管理を行って

作物を栽培することをいいます。また、「肥培管理」とは、作物の生育を

助けるための農作業一般をいい、肥培管理といっても必ずしも施肥が要件

になっているわけではありません。

従って、果樹園、牧草栽培地、苗圃、わさび田、はす池、土地を管理して

筍を採取している場合等も肥培管理が行われてれば「農地」ということに

なります。
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農地と採草放牧地

農地であるかどうかは、その土地の現況によって区分するものであって、

土地登記簿の地目によって区分するものではありません（所有者の取得目的

や将来の使用目的は、その土地の事実実態を客観的に判断する場合の一つの

参考資料にすぎません）。

「耕作の目的に供される土地」には、現に耕作されている土地のほか、現

在は耕作されていなくても耕作しようとすればいつでも耕作できるよう

な、客観的にみてその現状が耕作の目的に供されるものと認められる土

地（例えば、休耕地、不耕作地等）も含まれます。
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農地と採草放牧地

「農地以外の土地」であるから農地法上の「農地」に該当すれば「採草

放牧地」ではありません。

例えば、牧草を肥培管理して栽培している土地は、主として養畜のた

めの採草の目的に供される土地であるが、農地法上は、農地であって採

草放牧地ではありません。

なお、農業委員会が（後述する）「非農地」判断した場合は、農地法上

の「農地」から外れることとなります。

「採草放牧地」とは、「農地以外の土地で、主として耕作又は養畜の事

業のための採草又は家畜の放牧の目的に供されるもの」をいいます。

林木育成の目的に供されている土地が併せて採草放牧の目的に供されて

おり、そのいずれが主であるかの判定が困難な場合には、樹冠の疎密度

が０．３以下の土地は主として採草放牧の目的に供していると判断され

ます。
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施設園芸農地等の取り扱い
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施設園芸農地等の取り扱い
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